
古い消火器にご注意！！

２００９年１０月２６日付　京都新聞　朝刊

USAGI通信はメールでの送信も可能です。メールでの送信をご希望の方は、
弊社ホームページhttp://3215.co.jp/からメールアドレスをお知らせ下さい。

問い合わせ先：ＧＨコミュニティ
ＴＥＬ：０７５－４６４－０２０２

古い消火器は破裂事故の恐れがあります。
また、消火器などの消防用設備は、火災発生時に適切に作動してこそ、その役目を果たします。
適切な作動を果たす為に有るのが「消防設備点検」です。
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の所有者、管理者、占有者は、1年
または3年に1回、その設置した消防用設備等を有資格者による定期点検を受け、その結果を消防長又は消防署

長に報告する義務があります。不明な場合は、弊社スタッフに、お問合せ下さい。

No.451　2009年10月29日


